
再検討対象路線の一覧 

 

本市で定められている３８路線の都市計画道路の中から，以下の路線を抽出します。 
路線の定義は，「茨城県都市計画道路再検討指針」によるものとします。 

 

①長期未着手路線：１７路線 

路線の定義：当初決定後２０年以上未着手となっている区間を有する路線 

地区路線数：笠間：６路線，友部：４路線，岩間：６路線，福原：１路線 
 

②その他の事由による路線：４路線 

路線の定義：長期未着手ではないものの特別の事由から再検討を必要性があると見られる路

線 
抽出の理由：経済情勢低迷により流通センターの開発・整備事業自体の動向が不明確であり，

都市計画道路についても必要性などを再確認するため 
 


